
 

 

 

 

 

 

 

広島市では、地球温暖化対策として、家庭からの温室効果ガス排出削減を図るため、住宅に家庭用燃料電池、家

庭用蓄電池又はＶ２Ｈ充放電設備の設置を行う個人に対して補助金を交付します。 

※ 本補助制度は、家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備の他に、断熱窓の設置も交付対象です。断熱窓の設置につい

ては、断熱窓版のお知らせをご覧ください。 

 

◆ 補助対象機器の設置工事の着工前（建売住宅等を購入の場合は、支払いを行い、領収書を受け

取る前）に交付申請を行い、交付決定通知を受ける必要があります。 

◆ 家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備及び断熱窓を設置する場合、それぞれにつ

いて申請することができます。 

◆ 家庭用蓄電池及びＶ２Ｈ充放電設備については、常時、太陽光発電システム又は家庭用燃料電

池と接続するものが補助対象となります。 

 

補助対象機器 補助金額 募集台数 

家庭用燃料電池 ３万円／台 

４９０台 家庭用蓄電池 ３万円／台 

Ｖ２Ｈ充放電設備 ３万円／台 

募集台数に達した時点で受付を締め切ります 

 

申請受付期間：令和８年４月１５日（水）～ 令和９年１月２９日（金） 
（必着） 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の詳細は次のページをご覧ください

令和８年度 広島市家庭用スマートエネルギー設備等 

設置補助金のお知らせ 

（申請・問い合わせ先） 
〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
広島市環境局温暖化対策課 TEL ０８２-５０４-２１８５ FAX ０８２-５０４-２２２９ 

制度の詳細や申請書等の様式は、広島市ホームページからダウンロードできます。 

市ホームページから下記のとおりリンク先へ進むか、二次元コードを読み取ってください。 

広島市ＨＰ（総合トップページ） ▶ くらし・手続き ▶ ごみ・環境 ▶地球環境 ▶  

広島市家庭用スマートエネルギー設備等設置補助金（家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備、断熱窓）▶  

家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備の補助制度について 

 

 
広島市  スマートエネルギー  補助      

家庭用燃料電池、家庭用蓄電池、Ｖ２Ｈ充放電設備 

検 索     



 

 

 

  

補助金の交付対象は、次のいずれかです。 

⑴ 住宅に補助対象機器を設置する工事 

⑵ 補助対象機器が設置された住宅を購入 

※ (1)は設置工事の着工前に、(2)は購入する住宅の代金を支払う前に申請を行い、交付決定通知を受ける必要

があります。 

 

 

補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する個人です。 

⑴ 広島市の区域内に住所を有する個人（実績報告時に住所を有する場合を含む。） 

⑵ 広島市税を滞納していない個人 

⑶ 次の要件のいずれかに該当する個人 

ア 自ら居住する住宅に補助対象機器を設置する個人 

イ 賃貸する住宅に補助対象機器を設置する個人 

ウ 賃借した住宅に補助対象機器を設置する個人 

エ 自ら居住又は賃貸するために、補助対象機器が設置された住宅を購入する個人 

 
  

 

補助金の対象機器は、次の要件のいずれにも該当する機器です。 

【家庭用燃料電池】 

⑴ 一般社団法人燃料電池普及促進協会に機器登録されている未使用のもの  

⑵ １台当たりの機器費及び工事費の合計額が２０万円以上で、本市の他の補助金の交付を受けていな

いもの 

【家庭用蓄電池】 

⑴ 環境省の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等支援事業の補助対象システム

として指定されている未使用のもの 

⑵ １台当たりの機器費及び工事費の合計額が２０万円以上で、本市の他の補助金の交付を受けていな

いもの 

⑶ 常時、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池と接続し、同システムが発電する電力を充放電でき

る、蓄電容量が１kWh以上であるもの 

【V2H充放電設備】 

⑴ 経済産業省のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助

金の補助対象設備として指定されている未使用のもの 

⑵ １台当たりの機器費及び工事費の合計額が２０万円以上で、本市の他の補助金の交付を受けていな

いもの 

⑶ 常時、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池と接続し、同システムが発電する電力を電気自動車

等へ充電し、電気自動車等から家庭へ放電できるもの 

  

２ 対象者 

３ 対象機器 

１ 交付対象 

補助制度の概要    



 

 
⑴ 補 助 金 額：３万円／台  

⑵ 募 集 台 数：家庭用燃料電池、家庭用蓄電池及びＶ２Ｈ充放電設備 ４９０台（合計） 

⑶ 申請受付期間：令和８年４月１５日（水）から令和９年１月２９日（金）まで（必着） 

※ 申請受付期間内であっても募集台数に達した場合は、受付を締め切ります。 

※ 設置工事完了後に受領する領収書の発行日又は保証書の保証開始日が令和９年３月１３日（土）以降になる

場合は、補助金を交付することができませんので、ご注意ください。（詳しくは「令和８年度広島市家庭用スマ

ートエネルギー設備等設置補助金の手引き」をご覧ください。） 

 
 

 

⑴ 令和８年度に補助金の交付を受けることができるのは、補助対象機器ごとに１つの住宅に限ります。 

⑵ 補助金の交付は、補助対象機器ごとに本補助制度で定める年数内（補助対象工事等の完了の日から

６年）において１回に限ります。 

 

 

４ 補助金額・募集台数・申請受付期間 

5 注意事項 

６ 手続の流れ 



 

 

 

 
※ 本補助制度の他の補助対象機器及び断熱窓の設置と同時に申請書を提出する場合、交付申請提出書類「６ 納税証
明書の原本」及び「７ 住民票の写しの原本」並びに実績報告書提出書類「５ 住民票の写しの原本」は、あわせて１
通の提出で結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
広島市家庭用スマートエネルギー設備等 

設置補助金交付申請書 
 １ 

広島市家庭用スマートエネルギー設備等 

設置補助金実績報告書兼交付請求書 

２ 工事請負契約書等の写し  ２ 補助対象機器に係る領収書の写し 

３ 
補助対象機器の機器費及び工事費の内訳が明

記されている書類 

 
３ 補助対象機器の保証書等の写し 

４ 補助対象機器を設置する住宅の案内図 
 
４ 補助対象機器の設置後の現況写真 

５ 補助対象機器の設置前の現況写真 

 

５ 
住民票の写しの原本 

（申請時と住所が異なる場合） 
※ 実績報告日前の3か月以内に交付されたもの 

６ 
広島市税の納税証明書の原本 

（「市税について滞納がない旨」の証明書） 
※ 申請日前の3か月以内に交付されたもの 

 

６ その他市長が必要と認める書類 

７ 
住民票の写しの原本 

（市外在住の場合等） 
※ 申請日前の3か月以内に交付されたもの 

 

 

 

８ 
住宅所有者の同意書 

（申請者以外に所有者がいる場合） 

   

９ 賃貸借契約書の写し（賃貸借している場合） 
   

１０ その他市長が必要と認める書類 
   

交付申請提出書類 実績報告提出書類 

 

『家庭用燃料電池（エネファーム）』ってどんな設備？？ 

家庭用燃料電池（エネファーム）とは、都市ガス等から取り出した水素と空気中

の酸素を化学反応させて発電する設備で、発電した際に生じた熱も給湯に活用す

ることができるため、エネルギーを無駄なく、有効に活用できる環境にやさしい

発電設備です。 

 

『家庭用蓄電池』ってどんな設備？？ 

家庭用蓄電池とは、再生可能エネルギー等により発電した電力及び夜間電力など

を利して繰り返し電気を蓄え、電力需要のピーク時や停電時など必要に応じて電

気を活用できる設備です。 

 

『Ｖ２Ｈ充放電設備』ってどんな設備？？ 

Ｖ２Ｈ充放電設備とは、電気自動車等へ充電し、また、電気自動車等から家庭へ

放電（給電）する設備です。太陽光発電等の創エネルギー機器と電気自動車等を

組み合わせることで、走行時の温室効果ガス排出量をゼロにするとともに、災害

時には電気自動車等を非常用電源として活用できます。 


